
第５回大井町総合計画審議会 概要 

 

日時：令和７年 10 月 29 日（水） 

                                                    13 時 30 分～14 時 50 分 

場所：大井町役場 3 階 ３０１会議室 

 

委員 

出席者：伊藤奈穂子委員、岡田幸二委員、中條政夫委員、藤沢正美委員、石井政道委員、

井上仲治委員、香川弘光委員、中村勝信委員、寺下かつ子委員、渡辺泰次委員、

◎隅田清一委員、山本孝夫委員、菅谷学委員、臼井範雄委員、深瀬亨委員、 

保土田玲子委員（◎は会長） 

事務局：湯川博之参事兼企画財政課長、北村竜也主幹、岸春希主事 

 

１．開会 

・町長から審議会へ第６次総合計画後期基本計画原案を諮問。 

 

２．委嘱状交付 

・農業委員会会長の交代に伴い、町長から藤澤委員へ委嘱状を交付。 

 

３．議題 

（１）大井町第６次総合計画後期基本計画（素案）に対するパブリックコメントへの対応

について 

・事務局より説明。（資料１） 

 

【質疑・意見】 

委 員 ：No.10 の「自治活動の支援」について、「意見への対応」で「自治会役員の負担

軽減に向け自治会 DX に向けた検討を含め地域の実情にそった自治活動をサポ

ートできる体制を構築してまいります」と回答している。事務局からの説明の

中では、計画の変更はないとのことであったが、後期基本計画の中に「自治会

DX」という文言を入れた方が良かったのではないか。DX は町全体で推進して

いくという認識のもと、個別では計画変更無しとしているのか。  

事務局 ：現在、協働推進課で各自治会とディスカッションを行っている。その中で、「自

治会 DX」を今後どのような形で実施できるかということがまだ明確には出て

いない。委員がおっしゃられたとおり、今後町全体で DX を推進していくとい

う形になるため、今回の計画では「自治会 DX」という個別の文言ではなく、

町全体での DX 推進とさせていただきたい。 



委 員 ：No.13 の「支援教育の充実」について、意見にある「きらきら教室」は子育て

健康課の事業に関するものかもしれないということで事務局から説明があっ

た。私の記憶でも子育て健康課ではないかと思うが、教育総務課で回答してい

るため、小・中学校教育の中でのこのような名称の事業の有無も、しっかりと

確認した上で回答した方が良いと思う。また計画の中で、小・中学校教育とい

う施策以外で「支援教育の充実」というものがどこにもない。そのため、この

意見の「きらきら教室」も小・中学校教育の「支援教育の充実」に当てはめる

しかなかったのだと思う。この「きらきら教室」という事業が私の認識どおり

の事業であれば、就園前のフォローアップ教室であると思う。基本計画ではこ

のあたりの支援教育のカテゴリが少ないと思うがいかがか。また、意見への対

応については今後担当課に確認した後、回答するにあたってはどのように記載

するのか。 

事務局 ：この支援教育という部分に関して、「きらきら教室」というのは、委員がおっし

ゃられたように、就園前で、療育の手前の段階のフォローの形になる。また難

しいところが、障がい児の療育についても、まだ手帳が発行されておらず、判

定をされていない状況で、就園前の段階での療育で今後どのように進むかとい

うことであれば、母子保健の関係の中でフォローをしてくような形になる。そ

のため、このあたりは実施計画で記載をする形になる。また、意見への対応に

ついては、記載方法含め子育て健康課及び教育総務課と再度調整をする。 

委 員 ：パブリックコメント全体に対する確認で、文書で提出があった意見に対して、

ヒアリングは行わず、文書を読んでの回答という認識でよろしいか。また、回

答はいずれホームページで公開されるという認識でよろしいか。 

事務局 ：1 点目については、文書でいただいたものに対し文書で回答するものであり、

ヒアリングは行っていない。 

2 点目については、委員がおっしゃられるとおりホームページで公開する。 

委 員 ：事務局から、意見の具体的な内容については実施計画で検討するとの説明があ

ったが、その旨は公開する際に付記するのか。 

事務局 ：今回のパブリックコメントでは、個別具体な要望のような、後期基本計画その

ものを対象としないようなご意見を多くいただいた。先ほど事務局から申し上

げたとおり、この後策定する実施計画において、単年ごとにどのような取り組

みをしていくかという細かいところを表記していくため、いただいたご意見は

実施計画策定の参考とさせていただき、研究検討をさせていただくということ

で、ホームページ公開の際にコメントを付けたいと考えている。 

委 員 ：意見への回答についてはホームページで公開されるということで、No.24 の

「意見への対応」の記載が、他の回答と比べて温度差があるように感じる。道

路整備については、町民の関心も大きいと思うため、公開にあたっては、内容



を肉付けした方がよいと思う。 

事務局 ：基本計画という意味では、今後の道路整備の参考とさせていただく、という記

載が端的ではあるが、委員がおっしゃられたように他と比べると少々淡泊過ぎ

る部分があるため、担当課と再度調整させていただく。 

 

（２）大井町第６次総合計画後期基本計画（原案）について（諮問） 

・事務局より説明。（資料２、資料３） 

 

【質疑・意見】 

なし 

 

（３）大井町人口ビジョン改訂（案）に対するパブリックコメントへの対応について 

・事務局より説明。（資料４、資料５） 

 

【質疑・意見】 

なし 

 

 ＊大井町人口ビジョンについては、本原案をもって 11 月改訂とする。 

 

４．閉会 

・第６回審議会については、令和 7 年 11 月 10 日(月)の実施を予定している。 

・第６回審議会では、諮問に対する答申を行う。 

 


